
 

 
   ８建災防技発第 309 号 

令 和 ８ 年 ６ 月 ３ 日 

 

建設業労働災害防止協会 

 都道府県支部事務局長 殿 

 

建設業労働災害防止協会  

専 務 理 事 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

 

労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律の一部の施行に 

伴う関係政令の整理等に関する政令等の施行について（個人事業者等の安 

全衛生対策の推進に係る規定関係） 

 

 

標記について、別添のとおり令和８年５月 26 日付け基安安発 0526 第３号を

もちまして、厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長より会長宛てに周知依

頼がありました。 

本件は、令和７年５月 14 日に公布されました改正労働安全衛生法のうち、個

人事業者等関係部分のうち、令和９年４月１日施行分について、改正に係る趣

旨及び考え方並びに措置義務主体が講ずべき具体的実施事項等を整理した施行

通達です。 

つきましては、本件を貴支部会員事業場等に対して、適宜、周知くださいま

すようお願いいたします。 

なお、本件に関する通知文書を近日中に当協会ホームページに掲載いたしま

すので、御活用ください。 

 






























































